
第289回一関市教育委員会定例会 

日時 令和８年３月23日（月）  

午後１時00分から    

      場所 川崎市民センター    

１ 開 会 

２ 議 事 

議事日程第１ 議案第８号 教育機関の長の任命に関し議決を求めることについて 

議事日程第２ 議案第９号 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の制定に

ついて 

議事日程第３ 議案第10号 一関市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画の策定について 

３ 報 告 

 一関市議会定例会第123回２月通常会議（一般質問）の状況について (資料№１) 

 令和８年度予算の概要（教育費等）について            (資料№２) 

 教育委員会への要望について                  （資料№３） 

 行事報告及び行事予定について                 （資料№４） 

４ その他 

 一関市地域クラブ活動推進協議会について            （資料№５） 

 その他 

５ 閉 会 



第289回一関市教育委員会定例会議案件名表 

議案第８号 教育機関の長の任命に関し議決を求めることについて 

議案第９号 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の制定について 

議案第10号
一関市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策

定について 
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議案第８号 

教育機関の長の任命に関し議決を求めることについて 

次のとおり教育機関の長を任命することについて、議決を求める。 

１ 任命 

 博物館等（任期 令和８年４月１日～令和９年３月31日） 

職 氏   名 備   考 

芦東山記念館名誉館長 中 村 安 宏 再任 

石と賢治のミュージアム館長 菅 原   淳 再任 

令和８年３月23日提出 

一関市教育委員会教育長 時 枝 直 樹 

理由 

教育機関の長の任期満了等に伴い、新たに任命しようとするものである。これが、この

議案を提出する理由である。 
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議案第９号 

   一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の制定について 

 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示を次のとおり制定する。 

  令和８年３月 23 日提出 

                                                                                一関市教育委員会教育長 時 枝 直 樹  

   一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示 

一関市立図書館利用要綱（平成 26年一関市教育委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （利用登録）  （利用登録） 

第５ [略]  

２ 館長は、前項の申込書の提出を受けたときは、次のいずれか

の書面により、本人確認を行うものとする。ただし、事情によ

り書面が準備できない場合は、本人の申出により、本人確認を

行うものとする。 

 住民基本台帳カード 

 ［略］ 

 ［略］ 

 健康保険証 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

第５ [略]  

２ 館長は、前項の申込書の提出を受けたときは、次のいずれか

の書面により、本人確認を行うものとする。ただし、事情によ

り書面が準備できない場合は、本人の申出により、本人確認を

行うものとする。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 資格確認書  

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
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 ［略］ 

３～７ [略] 

 ［略］ 

３～７ [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

理由 

 住民基本台帳カードの廃止、健康保険証の新規発行の終了に伴い所要の改正をするもの。 
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議案第10号 

  一関市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について 

 一関市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画を別紙のとおり策

定することについて議決を求める。 

  令和８年３月23日提出 

一関市教育委員会教育長 時 枝 直 樹 

 理由 

 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部改正に伴い、教

員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表、年次報告義務が明示され、計画

策定は令和８年４月１日までに行うこととされたため定めようとするものである。これ

が、この議案を提出する理由である。 
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